
通学路の安全対策に継続的な財政措置を求める意見書  

 

 本年６月，千葉県八街市で小学校児童の列に飲酒運転のトラックが突っ込み，５

人が死傷する痛ましい事故が発生した。  

 事故現場は，以前から小学校ＰＴＡなどがガードレール設置を市に要望してい

たものの，市では道路拡幅が必要であり，用地買収に多額の費用を要することから，

抜本的な対策が実施されないまま今回の事故に至ったとのことである。  

 警察庁の統計によると，２０１６年から２０２０年までの間に歩行中の交通事

故で亡くなるか重傷を負った小学生２ ,７３４人のうち，登下校中だったのは  

９０８人と，約３分の１を占めている。通学路は，登下校時には多くの児童，生徒

が行き交う場所であり，行政に対し，過去幾度も改善を求めていたにもかかわらず，

予算がないという理由でその対策が十分になされず，かけがえのない児童たちの

命が失われるようなことが繰り返されてはならない。  

 本市でも，小中学校から２００か所以上の危険箇所が報告され，補正予算を講じ

るなどして緊急対策を実施しているところであるが，対策が必要な箇所がまだ多

く存在することから，安全対策を積極的に進める必要がある。  

 よって，政府においては，子どもたちの安全な通学路を確保し，痛ましい事故が

これ以上起きないよう，通学路の危険箇所への安全対策に対して，継続的に十分な

財政措置を講じるよう強く要望する。  

 

 以上，地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  
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